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ト ラックド ライバーの
新し い労働時間規制が始まり ます！

年 9 6 0 時間の時間外労働上限規制と 改正改善基準告示

時間外労働時間の上限規制（ 年９ ６ ０ 時間）

に加えて１ 年、 １ か月、 １ 日の拘束時間、

休息期間等が厳し く 規制さ れます！

長時間の荷待ちが疑われる場合は、 労働基

準監督署から 荷主等に対し て「 要請」 が

行われます！

令和６ 年４ 月から 適用

四谷 4 1 2

り  56-78
四谷 1 2 3

あ 12-34
四谷 1 2 3

は 89-10

 改善基準告示と は？

「 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（ 改善基準告示） は、 ト ラックド ライバーの労働時

間等の労働条件の向上を図るため、 労働基準法では規制が難し い拘束時間（ 労働時間＋休憩時間） や休

息期間（ 勤務間インタ ーバル）、 運転時間等の基準を定めたも の（ 厚生労働大臣告示） です。

令和 4 年 1 2 月に改正さ れ、 令和 6 年 4 月から 新し い告示が適用と なり 、 遵守できないト ラック 運送

事業者は行政処分の対象になります。

 改善基準告示の対象は？

●　 営業用ト ラッ ク（ 緑ナンバー） 運転者に加えて、自家用ト ラッ ク（ 白ナンバー） 運転者も 改善基準告示の対

象と なります。

●　 労働者に該当し ない個人事業主は、 直接、 改善基準告示の対象ではあり ませんが、 国土交通省が告

示で定める基準により 、 実質的に改善基準告示の遵守が求めら れます。

緑ナンバー 白ナンバー 個人事業主



2

 改善基準告示改正の背景

●　 道路貨物運送業は、 脳・ 心臓疾患による労災支給決定

件数が全業種において最も 多く 、 ト ラ ッ ク ド ラ イ バー

の長時間・ 過重労働が課題と なっ ています。

●　 働き 方改革関連法により 、 令和 6 年 4 月から 時間外労

働時間の上限規制が年 9 60 時間と なり ます。

　 働き 方改革関連法の国会附帯決議により 、 過労死等の

防止の観点から 改善基準告示の改正が求めら れまし た。

令和 3 年度　 脳・ 心臓疾患によ る
過労死等の労災支給決定件数

道路貨物運送業

5 6（ 3 2 .6 ％）
その他 7 5

総合工事業 1 1

その他の事業

サービ ス業　 9

その他の小売業　 6

輸送用機械

器具製造業　 5

飲食店　 5

医療業　 5

資料： 厚生労働省「 令和 3 年度過労死等の労災補償状況」

 新し い改善基準告示の主な内容　（ 令和 6 年 4 月施行）

主な項目 主な内容

1 年、
1 か月の
拘束時間

１ 年 3 ,3 0 0 時間以内

【 例外】 労使協定により 、 次のと おり 延長可

　 　 　 　（ ①②を 満たす必要あり ）

1 年： 3 ,4 0 0 時間以内

1 か月： 310 時間以内（ 年 6 か月まで）

① 2 8 4 時間超は連続 3 か月まで

② 1 か月の時間外・ 休日労働 時間 数が

10 0 時間未満と なるよう 努める

Point1
１か月 2 8 4 時間以内

1 日の
拘束時間

13 時間以内（ 上限 15 時間、 14 時間超は週２ 回までが目安）

【 例外】宿泊を伴う 長距離貨物運送の場合（ ※）、1 6 時間まで延長可（ 週２回まで）

※：１週間における運行がすべて長距離貨物運送（ 一の運行の走行距離が4 5 0 km 以上の貨物運送）で、
一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるも のである場合

1 日の
休息期間

継続11 時間以上与えるよう 努めることを基本とし 、9 時間を下回ら ない

【 例外】 宿泊を 伴う 長距離貨物運送の場合、 継続 8 時間以上（ 週２ 回まで）

　 　 　 休息期間のいずれかが 9 時間を下回る場合は、 運行終了後に継続 12 時間以上の休息期間を与える

運転時間 2 日平均1 日： 9 時間以内　 2 週平均1 週： 4 4 時間以内
Point2

連続運転
時間

４ 時間以内

運転の中断時には、原則として休憩を与える（ 1回おおむね連続10分以上、合計30分以上）

1 0 分未満の運転の中断は、3 回以上連続し ない

【 例外】 ＳＡ 、 ＰＡ 等に駐停車できないこと により 、 やむを得ず 4 時間を超える場合、 4 時間 3 0 分まで延長可

改正さ れた告示や通達などの詳細は

厚生労働省ホームページを ご覧く ださ い

詳し い情報や相談窓口はこ ちら

厚労省　 改善基準告示 検　 索
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 拘束時間について

●　 1 か月の拘束時間は時間外労働及び休日労働を 含め、

原則月 284 時間です。 また、 繁忙期対応を考慮し 、 最大

月 310 時間まで延長可能です。

●　 月 284 時間を 12 か月続けると 3 ,4 0 8 時間と なり、 原則

年 3 ,3 0 0 時間（ 最大年 3 ,4 0 0 時間） を遵守できません。

そのため、余裕を持った配送計画が求めら れます。

 運転時間について

●　 1日あたり、1週あたり の運転時間が定めら れています。

●　 特に長距離貨物輸送の場合、無理な到着時間を設定し 、

拘束時間の全てを運転時間にすると 告示違反になる場合

があります。

 ド ラ イ バーの労働時間削減にご協力く ださ い！

こ のよう なこ と はあり ませんか？

恒常的に長い荷待ち時間 無理な到着時間の設定 手荷役による 積卸作業 非効率的な集荷、 配送

までに！

時間に
間に合わ
ないよ

このよう な対策をト ラック 運送事業者と 協議し て取り 組む必要があります！

予約システムの導入
納品日時の分散

高速道路利用促進
リ ード タ イ ム延長

フ ェ リ ーの活用
パレ ッ ト 化

中継輸送の導入
積卸場所の集約

変　 更
翌々日着

翌日着

までに！

休憩が
取れないよ

2日平均

9 時間

以内

2 週平均

4 4 時間

以内

配送計画を
見直さ ないと
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 労働基準監督署から 荷主等へ要請を行います！

●　 改善基準告示違反になるよう な長時間の荷待ちが疑われる場合は、 労働基準監督署から 荷主等に対し

て「 要請」 を行います。

●　 また、 厚生労働省から 国土交通省に情報提供を行い、 国土交通省から 荷主等に対して法に基づく「 働

きかけ」 等を行います。

●　 発荷主に加えて、 着荷主や元請運送事業者についても 「 要請」「 働きかけ」 等の対象になり ます。

●　 荷主等企業に対し、労働基準監督署から配慮を要請
 （ 要請の内容） 長時間の恒常的な荷待ち時間を発生さ せないよう 努めること。

　  運送業務の発注担当者に改善基準告示を周知すること。
●　 厚生労働省ホームページの「 長時間の荷待ちに関する情報メ ール窓口」において、荷主等が長時間

　 の荷待ちを発生さ せていると 疑われる事案などの情報を収集　 ⇒国土交通省にも情報提供

情報提供

働き かけに活用

荷主等への要請 法に基づく 働き かけ等

情報提供

荷主等への要請に活用

厚生労働省

国土交通省

労働基準監督署

厚生労働省
H Pにおいて

情報収集

国土交通省
H Pにおいて

情報収集

発荷主 着荷主

元請運送事業者

 長時間労働改善に関するご相談は…

ド ライバーの時間外労働の上限規制、
何から手を付けたらいいの？

　 　 　 　 　

荷主が取り 組む

べきこと は？

荷待ち時間の削減を

どう 、 進めればいいの？

ド ライバーの運転時間に
限度があったの？2022 年 8 月 1 日から 、 相談受付開始！

発着荷主
　 　 　 の皆さ ま

ト ラ ッ ク 運送
事業者の皆さ ま

例えばこ んなと き 、
こ んな困り ごと など、
ご相談く ださ い！！

厚生労働省委託事業

（ 2023 .03）



令和５年５月 

 

トラック運送事業を利用される 

荷主の皆様へ 

 （公社）全日本トラック協会 

国 土 交 通 省 

 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」（改善基準告示）遵守への 

ご協力のお願い 

 

 平素は、トラック運送事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、トラック業界では、２０２４年４月からドライバーの時間外労働の上限規制年９６

０時間が適用されることとなり、他産業と比較し労働時間の長い業界であるため、その対応

に多くの運送事業者が苦慮しています。 

 さらに、ドライバーの脳・心臓疾患による労災支給決定件数が全業種において最も多いこ

とから、ドライバーの拘束時間、休息期間や運転時間等を定めた「自動車運転者の労働時間

等の改善のための基準」（改善基準告示）も昨年改正され、２０２４年４月から適用されます。 

 つきましては、改正改善基準告示の内容など、荷主の皆様に知っていただきたい事項をリ

ーフレットにまとめましたので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 ドライバーの労働時間等の規制によって生じる様々な影響は、「物流の２０２４年問題」と

いわれており、何も対策が行われなかった場合には２０２４年度には営業用トラックの輸送

能力の約１４％（４億トン相当）が不足するとの試算もあります。 

この「物流の２０２４年問題」に対応するためには、荷待ち時間の大幅な削減やドライバ

ーによる手荷役作業の改善など労働環境の改善が不可欠であるとともに、荷主のニーズに応

えるためにドライバーを確保するための原資となる「標準的な運賃」をはじめとした適正な

運賃・料金の収受について、荷主の皆様のご理解とご協力が必要となります。 

 荷主の皆様におかれましては、トラックドライバーの労働環境改善及び待遇改善に向けて、

より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

○（公社）全日本トラック協会 企画部   ℡：03-3354-1037（直通） 

○ 国土交通省 自動車局 貨物課      ℡：03-5253-8575（直通） 

 


